
（
電
話

）
住

所

を
」

住
所

郵
便
番
号

（
電
話

）

に
、

」

（
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
治
療
・
核
酸
ア
ナ
ロ
グ
製
剤
治
療
・
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
フ
リ
ー
治

療
）
の
効
果
・
副
作
用
等
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
、
治
療
を
受
け
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
の

で
、
肝
炎
治
療
受
給
者
証
の
交
付
を
申
請
し
ま
す
。

申
請
者
氏
名

㊞

年
月

日

大
分
県
知
事

殿

を
」

（
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
治
療
・
核
酸
ア
ナ
ロ
グ
製
剤
治
療
・
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ロ
ン
フ
リ
ー
治

療
）
の
効
果
・
副
作
用
等
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
、
治
療
を
受
け
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
の

で
、
肝
炎
治
療
受
給
者
証
の
交
付
を
申
請
し
ま
す
。

（
申
請
の
委
任
に
つ
い
て
）

申
請
を
代
理
人
に
委
任
す
る
場
合
は
、
□
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
、
代
理
人
の
氏
名
を
記
入
す

る
こ
と
。

□
申
請
に
際
し
、
右
記
の
者
を
代
理
人
と
し
て
委
任
し
ま
す
。
（
代
理
人
：

）
申
請
者
氏
名

㊞

年
月

日

大
分
県
知
事

殿

に
改

」

規

則

大
分
県
肝
炎
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
収
入
証
紙
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

議

会

規

則

大
分
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

〇
規

則

大
分
県
肝
炎
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
七
号

大
分
県
肝
炎
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
肝
炎
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
年
大
分
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

前
項
の
申
請
書
の
裏
面
（
核
酸
ア
ナ
ロ
グ
製
剤
治
療
の
更
新
申
請
に
係
る
医
師
の
記
載
欄
）
の
記
載

は
、
直
近
の
認
定
時
以
降
に
行
わ
れ
た
検
査
及
び
治
療
の
内
容
が
分
か
る
書
類
を
添
付
す
る
こ
と
で
こ
れ

に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
号
様
式
中

「「

「「め
る
。

第
二
号
様
式
（
そ
の
五
）
中
「テ

ノ
ホ
ビ
ル

」
を
「テ

ノ
ホ
ビ
ル
テ
ノ
ゼ
ッ
ト
錠
・
ベ
ム
リ
デ
ィ
錠

（該
当
す
る
方
を
○
で
囲
む
。

）
」
に
改
め
る
。

目

次

平
成
二
十
九
年

（ 木 曜 日 ）

�
�
�
�

号

外

二
四

三
月
三
十
日

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）
発
行
人

大

分

県

編
集

佐
伯
印
刷
㈱

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

一



（
電
話

）
住

所

を
」

郵
便
番
号

（
電
話

）
住

所

に
、

」

核
酸
ア
ナ
ロ
グ
製
剤
治
療
の
効
果
・
副
作
用
等
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
、
治
療
を
受
け
る
こ

と
に
同
意
し
ま
し
た
の
で
、
肝
炎
治
療
受
給
者
証
の
交
付
を
申
請
し
ま
す
。

申
請
者
氏
名

㊞

年
月

日

大
分
県
知
事

殿

を
」

核
酸
ア
ナ
ロ
グ
製
剤
治
療
の
効
果
・
副
作
用
等
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
、
治
療
を
受
け
る
こ

と
に
同
意
し
ま
し
た
の
で
、
肝
炎
治
療
受
給
者
証
の
交
付
を
申
請
し
ま
す
。

（
申
請
の
委
任
に
つ
い
て
）

申
請
を
代
理
人
に
委
任
す
る
場
合
は
、
□
に
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
、
代
理
人
の
氏
名
を
記
入
す

る
こ
と
。

□
申
請
に
際
し
、
右
記
の
者
を
代
理
人
と
し
て
委
任
し
ま
す
。
（
代
理
人
：

）
申
請
者
氏
名

㊞

年
月

日

大
分
県
知
事

殿

に
、

」

（
注
）
１
更
新
時
直
近
デ
ー
タ
は
、
記
載
日
前
１
年
以
内
の
検
査
日
の
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
記
載
し
て
く
だ
さ

い
。
な
お
、
複
数
存
在
す
る
場
合
は
、
よ
り
直
近
の
デ
ー
タ
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

２
記
入
漏
れ
の
あ
る
場
合
は
認
定
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

住
所

を
」

郵
便
番
号

住
所

に
改
め
る
。

」

〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰
〰

第
三
号
様
式
の
二
中

「「「「「テ
ノ
ホ
ビ
ル

」
を
「テ

ノ
ホ
ビ
ル
テ
ノ
ゼ
ッ
ト
錠
・
ベ
ム
リ
デ
ィ
錠

（該
当
す
る
方
を
○
で
囲

む
。

）
」
に
改
め
、
同
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
中

「「

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
肝
炎
に
係
る
医
療
費
の
助
成
に
関
す

る
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
そ
の
他
の
書
類

は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
同
規
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
た
申
請
書
そ
の
他
の
書
類
と
み

な
す
。

３

旧
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

大
分
県
収
入
証
紙
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
八
号

大
分
県
収
入
証
紙
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
収
入
証
紙
取
扱
規
則
（
昭
和
五
十
年
大
分
県
規
則
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
の
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
関
係
事
務
の
項
中

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

二



建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

認
定
申
請
に
係
る
審
査
手
数
料

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
認

定
申
請
に
係
る
審
査
手
数
料

建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適

合
性
判
定
手
数
料

計
画
変
更
に
係
る
建
築
物
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
手
数

料建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
適

合
性
判
定
の
軽
微
な
変
更
に
関
す

る
証
明
書
交
付
手
数
料

「

を

に
改
め
る
。

」

」

別記様式第９号（第４条関係）

【 　　年　　月分】 （単位：円）

上記のとおり相違ないことを証明します。
会 派 名
証明者名 印

計

その他 計 備　考

政務活動費支払証明書（公共交通機関用）

日 目　的 発 目的地１ 目的地２ 目的地３ 着 鉄道 バス

「

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
議

会

規

則

大
分
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
日

大
分
県
議
会
議
長

井

上

伸

史

大
分
県
議
会
規
則
第
一
号

大
分
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

大
分
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
三
年
大
分
県
議
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
・
議
会
規
則
）

三



附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た

こ
の
規
程
の
施
行
の
日
の
属
す
る
月
前
の
月
分
ま
で
の
政
務
活
動
費
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
議
会
規
則
）

四


